
親子親子でで
投票投票にに行行こうこう
キャンペーンキャンペーン

　大切な一票が無効票とならないよう、次の
ことにご注意ください。
❶余分なことを書かない
　候補者の氏名を正しく書いていながら、そ
れ以外のことが書かれているために、無効票
となってしまうことがあります。
❷間違えて書いた場合は訂正を
　間違えて書いたものは二本線で消して、横
に正しいものをお書きください。

　「世田谷区議会議員選挙」「世田谷区長選挙」
ともに、投票用紙には、候補者1人の氏名を
記入します。

投票所における投票方法を
区公式YouTubeチャンネルで ▶▶▶
案内しています

※新しい投票用紙に交換することもで
きます。投票所係員にお申し出くだ
さい。

※世田谷区の選挙人名簿に登録されている方に限ります。

　各世帯の郵便受け等に直接お届けします。4月21日㈮になっても届いていない場合は、選挙管
理委員会へご連絡ください。
　なお、天候等の影響により、配布期間に変更が生じる場合があります。最新の配布期間につい
ては 区HP 201811  をご覧ください。
※4月18日㈫以降、区役所、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、区民センター、図書館等にも備え置きます。
※4月17日㈪以降、区HP 201811  からもご覧になれます。
※音声版「選挙のお知らせ」（選挙公報の掲載文を音声化したもの）を、区内在住で目の不自由な方へ送付します。希望

される方は、選挙管理委員会へお早めにお申し込みください。過去の選挙において既に申込済みの方は申込不要です。

4月1日㈯までに区内転居の届出をした方

4月2日㈰以降に区内転居の届出をした方
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世田谷区議会議員・区長選挙特集号

世田谷区議会議員選挙世田谷区議会議員選挙
世田谷区長選挙世田谷区長選挙

世田谷区選挙マスコット
セーボー

　世田谷区議会議員選挙（定数50人）・世田谷区長選挙は、
私たちの暮らしにいちばん身近な区政を託す人を選ぶ大切な
選挙です。明るい未来に向けて、棄権することなく、貴重な
一票を投じましょう。
問 選挙管理委員会事務局 ☎5432-2751 FAX 5432-3045

4月 23日㈰ 
午前7時～午後8時

選挙の詳しい情報は、区のホームページ 世田谷区議会議員・区長選挙特集ページ（ 区HP 201811 ・右記二次元コード）からもご覧になれます。
※前回選挙における投票日当日の時間別投票者数や期日前投票所別の投票者数を掲載しています。混雑緩和にご協力をお願いします。

区内　  住所地の投票所で投票新

区内　  住所地の投票所で投票前

※区外へ転出すると、選挙権がなくなりますので、投票できません。
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選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局 ☎5432-2751 FAX 5432-3045 へお願いします。

　１人１枚の投票所入場整理券（以下「入場整理券」）を世帯ごとに全員分同封して配達します。ご
自分のものを確認して、投票所へお持ちください。
◆紛失した場合や、届いていない場合でも、選挙人名簿で確認ができれば投票できますので、投票所（または期日前投票

所）で係員にお申し出ください。なお、4月23日㈰は決められた投票所以外では投票できませんので、ご注意ください。
◆投票所では、受付の際、ご本人であるか、また、入場整理券がご本人のもので間違いないか確認するため、お

名前をお呼びしています。お名前を呼ばれたくない方は、入場整理券表面右下の□にチェック□をしていただ
ければ、お名前を読み上げずにご本人確認を行います。

◆封筒には、活字読み上げ機能をもった機器を使用することにより情報を聴くことができる音声コードを印刷し
ています。

原則、次の全てを満たす方が
投票できます。

※日本国民で、世田谷区にお
いて住民票を作成した日
（転入の届出をした日）から
令和5年4月15日現在まで
に引き続き3か月以上住民
登録があることが必要です。

※区外へ転出す
ると、選挙権
がなくなりま
すので、投票
できません。

投票日

投票時間

投票できる方 平成17年
4月24日までに

生まれていること

❶
世田谷区の

選挙人名簿に
登録されていること

❷
投票する日まで

世田谷区に
居住していること

❸

親子（家族）で投票所に来られた
小学生以下のお子さんへ

オリジナルシールをプレゼントします
（各投票所先着300人）。

ぜひ、お子さんとご一緒に投票所に
お越しください。

親子親子でで
投票投票にに行行こうこう
キャンペーンキャンペーン

投票方法 最近区内で住所を変えた方、変える予定の方は…

投票所入場整理券（封書）を4月14日㈮までに配達します

選挙公報を4月18日㈫～20日㈭に順次お届けします

無効票とならないように

▶https://www.city.setagaya.lg.jp/ 区のホームページ

区HP 201811 区のホームページの検索バーに区HP番号（201811）を入力して検索すると、世田谷区議会議員・区長選挙特集ページ をご覧になれます。



期日前（不在者）投票をご利用ください
4月17日㈪～4月22日㈯

4月23日㈰に投票所へ行けない方は、

　仕事、用事、旅行、入院、出産等の理由で、4月23日㈰に投票所へ行けない見込みの方は、期日前投票・不在者投票をご利用ください。

再生紙を使用しています

　指定された病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院・
入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。指
定施設に該当するか等詳しくは、施設にお問い合わせください。

　ご自分の入場整理券（届いている場合）をお持ちくだ
さい。

　この方法は郵便によるため、手続きに日数がかかります。配達日数等も考慮し、
お早めにご請求ください。

　入場整理券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書に
あらかじめご本人が必要事項を記入のうえ、お近くの期日前
投票所へお持ちください（各期日前投票所にも期日前投票宣
誓書を用意しています）。

　新型コロナウイルス感染症により外出自粛要請等を受け、自
宅や宿泊施設等で療養している方は、郵便等により自宅等で投
票用紙に記入し投票する「特例郵便等投票」が利用できます。
　制度について詳しくは、 区HP 201811  をご覧ください。

★〒154-8788［選挙期間専用］
世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区選挙管理委員会  行

〈手続き〉
〈手続き〉

〈期日前投票受付場所・受付期間〉

不在者投票宣誓書兼請求書（下記様式または入場整理券裏面）をご本人が
記入のうえ世田谷区選挙管理委員会に至急郵送（★）または持参❶

世田谷区選挙管理委員会から、ご本人の希望送付先に投票用紙等を郵送❷

投票用紙等が届いたら、滞在先の区市町村の不在者投票所で不在者投票❸

　様式は 区HP 201811
からダウンロードできま
す。また、総合支所くみ
ん窓口・出張所・まちづ
くりセンターに所定の用
紙が置いてありますので
ご利用ください。なお、
便せん等を使用すること
も可能です。 その場合
は右記のように作成して
ください。

不在者投票宣誓書兼
請求書の様式

　私は、令和５年４月２３日執行の世田谷区議会議員・区長選挙の当
日、公職選挙法の不在者投票の事由に該当する見込みですので、
本書を宣誓書として提出し、併せて投票用紙等の交付を請求します。
①氏名（フリガナ）
②生年月日
③世田谷区内の住所
④投票用紙等の希望送付先の郵便番号・住所（方書きやアパート

名・部屋番号等も正確に）
⑤電話番号（自宅と携帯）

不在者投票宣誓書兼請求書
4月○日

指定された病院等で不在者投票をする場合

区内で期日前投票をする場合 滞在先の区市町村の不在者投票所で投票する場合

世田谷区からのお知らせです

世田谷区議会議員・区長選挙特集号 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局 ☎5432-2751 FAX 5432-3045 へお願いします。

例 18歳以上 18歳未満
候補者の選挙運動員になること

◯
×

ホームページ、ブログ、T
ツ イ ッ タ ー
witter、L

ラ イ ン
INE等の

インターネットを使用して選挙運動をすること
電子メールを使用して選挙運動をすること

×選挙運動用のホームページや電子メール等を
印刷して配ること

※イラストを指し示すことで自分の意思を伝えることができるボード

　選挙運動は、１８歳以上の方が告示日から投票日の前日まで行うことがで
きますが、いくつかの禁止事項があります。主な例は下表をご覧ください。

　投票・開票の状況及び開票結果は、区HP 201811  で随時お知らせします。
開票は4月23日㈰午後9時から、総合運動場体育館（大蔵4-6-1）で行います。世田
谷区の選挙人名簿に登録されている方は、開票を参観できます。

　各投票所には、車いす、点字器、虫めがね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーショ
ンボード（※）を用意しています。必要な方は投票所係員にお申し出ください。また、
いずれの投票所も車いすでお越しいただくことができます。

　疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方は、お申し出により投票
所係員が代筆します（ご家族等が代筆することはできません）。なお、投票の秘密
は堅く守られます。

　選挙のため、区内施設の一部が利用できなくなります。ご協力をお願いします。
●総合運動場の一部施設の利用制限
　開票事務のため、右表のとおり利用できなくなります。
　また、右表以外の施設にも利用制限があります。詳しくは、総合運動場管理事務所

（☎3417-4276 FAX 3417-1734）へお問い合わせください。

　投票所へのお車での来場、ペットを連れての来場はご遠慮ください。

一般開放施設名 利用できない日時
温水プール 4月23日㈰午後6時以降

駐車場 4月23日㈰午後7時以降
トレーニングルーム 4月23日㈰、24日㈪終日

※補助犬は入場することができます。

受付場所 受付期間 受付時間
世田谷区役所

（第3庁舎3階） 4月17日㈪～
4月22日㈯

午前8時30分～
午後8時

（土曜も同じ）まちづくりセンター
（28か所）

新型コロナウイルス感染症により
療養されている方へ

※前回選挙の期日前投票所別投票者数を 区HP 201811  に掲載しています。比較的空いている期日前投票所にお越しいただき、混雑緩和にご協力をお願いします。

※4月23日㈰までに世田谷区外に転出される方は、投票できません。

政治家の寄附は禁止されています　～有権者のこころがけ～ 受け取らない 求めない

新型コロナウイルス
感染症対策

　新型コロナウイルス感染症への対応として、各投票所及び期日前投票所において消毒液の設置、飛
ひ

沫
まつ

防止シートの設置等
の対策を講じます。ご来場の際は咳

せき

エチケットにご協力ください。また、持参した鉛筆で投票用紙に記入することができます
（ボールペン（特に水性）は、インクがにじむため推奨しませんが、ご使用いただいても構いません）。

投票・開票速報

選挙運動に関する注意事項

お願い

代理投票

区内施設の一部が利用できなくなります

お身
か ら だか ら だ

体の不自由な方等へ


